
エリアインフォメーション

〒910-8541 福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
TEL 0776-27-8300

お問い合わせはこちらまで

令和7年3月分（4月納付分）からの

保険料率のお知らせです
福井支部の

変更健康保険料率は となります
令和 7年 2月分（3月納付分）まで

給与・賞与の
令和 7年 3月分（4月納付分）から

給与・賞与の

%9.9410.07%
介護保険料率も変更となります

令和 7年 2月分（3月納付分）まで給与・賞与の 令和 7年 3月分（4月納付分）から給与・賞与の

% 1.591.60 %

協会けんぽ 加入者・事業主のみなさまへ福井
支部

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。 ※任意継続被保険者の方は、令和7年4月分の保険料率から変更となります。
※ご加入の支部は資格情報のお知らせ等の「保険者名称」をご確認ください。（居住する都道府県とは異なることがあります。）

元気に働き続けるためには、日々の健康が大切。

しかも、健康であればあるほど、保険料率の伸びを抑えられます。

さらに、上手な医療のかかり方を心がければ、

あなたの支払う医療費や、保険料率の伸びが抑えられます。

「上手な医療のかかり方」と「健康づくり」をはじめませんか？

みなさまが自分らしく安心して働けるように。

協会けんぽは、
働くあなたのそばにいます。

休日や夜間に
病院に行くことがある。

ジェネリック医薬品を
使っていない。

同じ病気や症状の治療のために
複数の医療機関を受診する。

気軽に相談できる
医師・薬剤師がいない。

あなたの医療のかかり方について、あてはまる項目を見直してみましょう。
自己負担の軽減ひいては医療費の適正化につながります。

保険料率についての
特設サイトはこちら

福井支部

　

お問合せ先

社員の奨学金返還（代理返還）
を支援しませんか？

独立行政法人日本学生支援機構

　日本学生支援機構では、奨学金の返還を応
援する仕組みとして、奨学金を返還する社員
等に代わって、企業が直接機構に返還する支
援制度（代理返還制度）を設けています。ぜ
ひ本制度の利用をご検討ください。
【代理返還を利用するメリット】
①社員は支援を受けた額の所得税が非課税と
　なります。
②企業は給与としての損金算入が可能です。
③利用企業名が機構のＨＰに掲載されます。

お問合せ先

自動車税（種別割）の
住所変更をお忘れなく！

福井県税事務所　　TEL：0776-21-8274
嶺南振興局税務部　TEL：0770-56-2223

　自動車税の納税通知書は車検証の住所に届
きます。引越しや転居などで住所が変わった
方は、車検証の変更手続きが必要です。運輸
支局にて３月末までに手続をしてください。
★手続きが間に合わない場合は、下記二次元
コードから送付先をお知らせください。
　また、自動車を手放した方で、３月末まで
に名義変更、廃車手続が完了していない場合
には、納税通知書が届いてしまいます。譲渡
先（ディーラー等）へのご確認をお願いします。

お問合せ先

はじめよう！
こどもまんなか応援サポーター

福井市　こども未来部　こども政策課
TEL：0776-20-5412

　３月 27日に、ご賛同の方々と一緒に、福
井市長が「こどもまんなか応援サポーター」
宣言をします。
　こどものために何がもっとも良いかを考
え、アクションに取り組むのが、「こどもま
んなか応援サポーター」です。
　社会全体でこどもの成長を応援するため、
会員の皆様におかれましても「こどもまんな
か」なお取り組みをいただきますようお願い
します。　　　　※詳細はQRコードから↓

お問合せ先

敦賀税関支署福井出張所
から情報提供のお願い

敦賀税関支署福井出張所
TEL：0776-22-1832

　税関では、安全・安心な社会の実現に向け
て「経済安全保障の確保」に取り組んでいます。
取引先等による軍事転用のおそれのある製品
や技術の不正輸出の可能性に気づいたら、税
関密輸ダイヤル（0120-461-961）又は税関
HPの情報提供サイトまで情報提供をお願い
します。
　「不正輸出かも？」と思ったら税関まで！！
あなたの気づきが日本の国益や世界の平和を
守ります。


